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はじめに 

 いじめは絶対に許されない行為である。しかしながら、どこにでもだれにでも起こりう

ることを踏まえ、学校や家庭、地域社会で健全な人間関係を作り、いじめが起こらない学

校にしなければならない。平成２５年９月２８日に施行された「いじめ防止対策推進法」

第１３条に、学校はその実情に応じて「学校いじめ防止基本方針」を策定すべき旨が規定

されている。この「学校いじめ防止基本方針」においては、いじめ防止に関する「方針」

にとどまらず、実効性を伴う「行動計画」として策定する。 

 

第１章 基本的な事項 

１ いじめの定義 

いじめとは、「生徒に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等

と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった生徒が心

身の苦痛を感じているもの」をいう。 

【具体例 「静岡県いじめの防止等のための基本的な方針」による】 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる  

  ・仲間はずれ、集団から無視をされる  

  ・軽く体を当てられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする  

・体当たりされたり、叩かれたり、蹴られたりする  

  ・金品をたかられる  

 ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする  

 ・嫌なことや恥ずかしいこと､危険なことをされたり､させられたりする  

 ・パソコンや携帯電話スマートフォン等で、誹謗（ひぼう）中傷（ちゅうしょう）や嫌

なことをされる 等  

 

２ いじめの理解 

いじめは、どの子どもにも、どこでも起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせや

いじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの子どもが入れ替わりながら、いじめ

られる側やいじめる側の立場を経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、

何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」

とともに、生命又は心身に重大な危険を生じさせる。加えて、いじめた・いじめられた

という二つの立場の関係だけでなく、学級や部活動等の所属する集団において、規律が

守られなかったり問題を隠すような雰囲気があったりすることや、「観衆」としてはやし

立てたり面白がったりする子どもがいるなど、「傍観者」として周りで見て見ぬ振りをし
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て関わらない子どもがいることにも気をつけなければならない。 

一つ一つの行為がいじめに当たるかどうかの判断は、いじめられた子どもの立場に立

つことが必要である。また、いじめには様々な表れがあることに気をつけて、いじめで

あるかを判断する際に、「心身の苦痛を感じているもの」だけでなく、苦痛を表現できな

かったり、いじめに本人が気づいていなかったりする場合もあることから、その子や周

りの状況等をしっかりと確認することも必要になる。 

 

３ いじめの防止に関する基本的な考え方 

いじめは、どのような理由があろうとも絶対に許されない行為である。しかし、どの

子どもにも、どこでも起こりうることを踏まえ、すべての子どもに向けた対応が求めら

れる。いじめられた子どもは心身ともに傷ついている。いじめが重篤になればなるほど、

状況は深刻さを増し、その対応は難しくなる。そのため、いじめを未然に防止すること

が最も重要である。いじめの未然防止のためには、いじめが起こりにくい人間関係をつ

くり上げていくことが求められる。社会全体で、いじめに向かわない子どもを育て、学

校や家庭だけでなく、社会総がかりで、いじめの未然防止に取り組む必要がある。  

 

第２章 組織の設置 

 本校では、いじめを未然に防止するとともに、いじめに対して早期に対応するため、次

の組織を設け、組織として対応する。 

 

１ 委員会の名称及び委員会の構成員 

  名称 いじめ対策委員会 

  構成員 教頭 

生徒課長 教育相談担当 養護教諭 １・２・３学年主任   

（必要に応じて 校長 副校長 当該ＨＲ担任 当該部活動顧問 その他関係

職員）  

（指導助言には、スクールカウンセラー、医師、警察関係者等が加わる場合も

ある。） 

 

２ 委員会の役割（取り組み） 

（１）学校いじめ防止基本方針・年間計画等の作成と検証・評価 

（２）いじめの未然防止・早期発見への取り組み 

（３）いじめの疑いのある情報があった場合及びいじめ事案が発生した場合の対応 

いじめの疑いのある情報（相談・通報を含む）を収集・記録・共有し、事実確認と

その対応について協議し、適切な対処方法について指示する。 
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（４）いじめ事案の再発防止に向けた取組 

第３章 いじめの防止 

１ 未然防止のための対策 

健やかでたくましい心を育むためには、家庭、地域、学校それぞれが連携して、子ど

も自身の自立をめざすことが大切である。家庭においては、子どもとの関わりや対話を

大切にし、子どもをありのままに受け止め、子どもが安心感や信頼感で満たされるよう

努めていくことが大切である。地域においては、きまりを守ろうとする意識（規範意識）

や互いを尊重する感覚（人権感覚）を育てる場として、地域住民が連携して、子どもを

温かく、時に厳しく見守っていく必要がある。学校においては、子どもと教職員との信

頼関係を大切にし、考え方などの違いを認め合うなど、安心して自分を表現できる集団

づくりに努めることが求められ、ＬＨＲや総合的な学習の時間を活用し、子ども自らが

いじめについて考える場や機会を大切にし、問題を自ら解決していくような集団を育て

ていくことが重要である。  

本校においては、次のような対策を講じる。 

（１）生徒に対して良好な人間関係づくりを促す行事や規範意識を高める教育を推進する。 

（２）生徒や保護者が相談しやすい体制を構築する。 

（３）教職員間で生徒に関する情報を共有するとともに、教職員の研修を充実させ資質向

上を図る。 

 

２ 対策の検証・評価 

「いじめ防止学校基本方針」は、策定後ホームページ等で公表するとともに、いじめの

防止等への取組を充実させるために、教職員の意識や取組を学校評価等で定期的に点検

し、適宜基本方針の見直しをする。 

 

第４章 いじめの早期発見 

 いじめは、大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って

行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多い。些細な

兆候であっても、早期に対応するため次のような取り組みを行う。 

 

１ 生徒の実態把握 

（１）毎日のＳＨＲでの健康観察で、生徒の心身の様子を観察する。気になる生徒には個

別に声掛けする。 

（２）個人面談（４月と９月）、三者面談（７～８月）を行い、学級担任が生徒の実態を把

握する。また、気になる生徒については、随時面談や家庭訪問を行う。 
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（３）生徒対象の「いじめアンケート」を５月と１０月に、６月にハイパーQU を実施し、

また、連続３日以上の欠席者は、担任、養護教諭が確認し管理職に報告協議を行うな

ど、生徒の実態を把握する。 

 

２ 生徒や保護者からの相談体制の整備 

上記の面談のほか、「相談室だより」等でスクールカウンセラーとのカウンセリングの

案内をする。相談員への相談を学校ホームページ等で周知する。 

 

３ いじめ防止及び早期発見のための年間計画 

１学期 ２学期  ３学期 

４月 オリエンテーション 

対面式（生徒会企画） 

面接週間（個別面談） 

1年集団行動研修 

遠足 

５月 ＰＴＡ総会学級懇談会 

   ６月 文化祭 

ハイパーQU 

７月 三者面談、薬学講座 

８月 

９月 面接週間（個別面談） 

   いじめアンケート①実施 

10 月 体育祭 

   11 月 保育体験実習 

   いじめアンケート②実施 

12 月 ２年修学旅行 

    球技大会 

    学校評価アンケート 

１月 年度末反省職員会議

（振り返り・検証・評価） 

２月 学校評議委員会（意見聴取） 

３月 

＊スクールカウンセラー 年間 10 回程度来校予定 

 

第５章 いじめに対する措置 

いじめの発見・通報を受けたり、生徒がいじめを受けていると思われたりするときは、

特定の職員だけで抱え込まず、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機

関との連携など速やかに組織的に対応し、次のような措置を講ずる。早期に事実確認を行

うとともに、その結果を設置者に報告する。  

 

１ いじめの疑いのある時の対応 

（１）いじめ対策委員会を開く 

（２）早期の事実確認 

    被害生徒及びその周囲から事実確認を行う。（聞き取り調査は、複数の教員で対応す

る。） 

（３）いじめの事実が確認された場合 

直ちにいじめをやめさせ、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを
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行った生徒への指導や懲戒、その保護者への助言を継続して行う。 

 

２ 被害生徒及びその保護者への対応 

（１）いじめの被害生徒やそれを通報してきた生徒の安全確保を最優先する。 

   信頼関係のできている友人・教職員・家族等と連携して、安全を確保する。 

（２）被害生徒の保護者に事実を伝え、被害生徒の心のケアを考慮した今後の指導方針と

具体策を提示していく。 

（３）被害生徒や保護者の意向を確認しながら、今後の学校生活について計画を立てる。 

   心のケアや休み時間の見守りなどの具体的な計画を作成実行する。 

（４）解決するまで学校が主体となって取り組み、解決後も被害生徒への声かけや保護者

に学校の様子を定期的に報告するなど支援を継続する。 

 

３ 加害生徒への対応 

（１）事態の深刻さを理解させ、いじめは絶対に許されない行為であることを理解させる。 

（２）校長及び教員は、いじめを行った子どもに対して、教育上必要があると認めるとき

は、人格の成長を促すため、適切に、懲戒を加えることができる。必要に応じて、

いじめを行った生徒を、いじめを受けた生徒が使用する教室以外の場所で学習を行

わせる等、いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにする必要もある。 

（３）いじめに至った原因や背景を踏まえ、立ち直りに向けた支援や指導を継続的に行う。 

（４）加害生徒の保護者に対しても事実を伝え、保護者と連携して生徒を見守っていく。 

 

４ 周囲の生徒への対応 

（１）周囲の生徒に対してどのような支援や指導が必要か、委員会で協議の上、状況や個

人情報・人権に配慮した上で、適切に対処する。 

（２）必要に応じて、周囲の生徒や全校生徒に対して「いじめ」や「人権」に対しての認

識を深める指導をする。   

 

５ ネット上のいじめに対する対応 

（１）ネット上に不適切な書き込みがあった場合、問題の箇所を確認し、データの印刷・

保存するとともに、速やかに関係生徒から聴取等を行う。 

（２）被害に遭った生徒の意向を尊重したうえで、削除要請を行い、当該生徒の心のケア

に努める。 

（３）加害生徒に対して誹謗・中傷の書き込みを行うことに対して、適切に指導する。 

   必要に応じて、周囲の生徒や全校生徒に対してＳＮＳや人権に対しての認識を深め

る指導をする。  

（４）当該生徒の保護者に対して、フィルタリングの利用や有害情報への対応など、携帯
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電話やスマートフォンの使用について適切な対処をお願いする。 

 

６ 関係諸機関との連携 

日頃から警察や相談機関等と協力体制を確立し、いじめが起きた時には、状況に応じ

て連携し、早期に対応することが必要である。いじめが犯罪行為として取り扱われるべ

きものであると認める時は、警察に相談し、連携して対応する。また、子どもの生命、

身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、直ちに警察へ通報するなど、

適切な援助を求める必要がある。 

 

第６章 重大事態への対処 

重大事態とは、次のような場合をいう。（「静岡県いじめの防止等のための基本的な方針」

による。） 

（１） いじめにより子どもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認め

るとき。  

・子どもが自殺を企図した場合 ・身体に重大な傷害を負った場合  

・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合 等  

（２）欠席の原因がいじめと疑われ、子どもが相当の期間、学校を欠席しているとき。あ

るいは、いじめが原因で子どもが一定期間連続して欠席しているとき。  

（３）子どもや保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき。  

 

１  重大事態についての調査 及び措置 

重大事態が発生した場合には、直ちに静岡県教育委員会に報告し、調査を実施する主

体について協議する。学校が主体になって調査を行う場合は、「いじめ問題対策委員会」

が中心となって、次の対処をする。 

（１）客観的な事実関係を明確にするために調査を行う。 

関係生徒及び保護者への聞き取り、担任や部活動顧問等関係職員への事情聴取、

関係生徒が所属するクラス・部活動等へのアンケート等を行い、正確な事実の把握

に努める。子どもの入院や死亡など、いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な

場合は、生徒の尊厳を保持しつつ、保護者の気持ち、要望や意見に十分配慮しなが

ら、速やかに調査を行う。その際、公平性・中立性の確保について配慮する。 

（２）調査結果の報告及び措置 

学校は、事実を把握した後、教育委員会に報告し、協議しながら適切な対応をとる。

必要があれば、警察等関係機関に報告する。 
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２  情報の提供  

静岡県教育委員会又は学校は、いじめを受けた子ども及びその保護者に対し、調査結

果をもとに、重大事態の事実関係などの情報を提供する。また、その他の生徒及び保護

者に対して情報を提供する必要があると判断した場合は、生徒全校集会・臨時保護者会

等の場において、適切な範囲内で情報を提供する。 

報道機関への情報提供が必要になった場合は、教育委員会と連携を図り、個人情報保

護や人権等に配慮しながら、公開できる正確で一貫した情報を提供する。 

 

おわりに 

本方針は、学校においてより実効性のあるいじめ防止等のための基本的な方針を策定し

たつもりであるが、生徒の実情に応じて、常に検証・改定が必要である。未然防止と早期

発見に努め、生徒が安心安全に学校生活を送ることができるように、ＰＤＣＡサイクルを

意識して、不断の努力をしていくものとする。  


